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答

弁

第

二

五

号 
   

衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
米
兵
等
に
よ
る
日
本
人
殺
害
事
件
な
ど
の
不
法
行
為
と
在
日
米
軍
地
位
協
定 

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

内
閣
衆
質
一
〇
二
第
二
五
号 

昭
和
六
十
年
四
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
瀨
長
亀
次
郎
君
提
出
米
兵
等
に
よ
る
日
本
人
殺
害
事
件
な
ど
の
不
法
行
為
と
在
日
米 

軍
地
位
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

本
件
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
十
六
日
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
年
二
月
二
十
二
日
、
住
居
侵
入
・
強 

盗
殺
人
罪
で
米
海
兵
隊
員
ケ
ル
ベ
ン
・
Ｌ
・
ル
イ
ス
を
起
訴
し
た
。
事
件
発
生
か
ら
起
訴
ま
で
三
十
八
日
間

を
経
過
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
間
、
所
要
の
捜
査
な
か
ん
ず
く
物
的
証
拠
に
関
す
る
鑑
定
に
若
干
の
期
間
を

要
し
た
こ
と
に
よ
る
。 

2 

御
指
摘
の
日
米
合
同
委
員
会
合
意
は
、
日
米
両
国
の
法
律
執
行
員
が
犯
罪
の
現
場
に
あ
る
場
合
に
関
す
る 

も
の
で
あ
り
、
本
件
の
場
合
に
は
該
当
し
な
い
。 

本
件
に
お
い
て
米
側
が
被
疑
者
の
身
柄
を
拘
禁
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
日
米
地
位
協
定
第
十
七
条
5

(ｃ ) 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

3 
御
指
摘
の
総
理
府
令
に
基
づ
く
調
査
は
、
防
衛
施
設
局
長
が
合
衆
国
軍
隊
等
の
行
為
等
に
よ
る
事
故
の
発 

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
捜
査
に
支
障
を
来
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
我
が
国
が
第
一
次
裁
判
権 

を
行
使
す
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
に
当
た
つ
て
制
約
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。 

て
、
昭
和
二
十
八
年
の
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
合
意
さ
れ
（
昭
和
三
十
六
年
に
一
部
改
正
）
、
現
在
に
至
つ 

生
を
知
つ
た
と
き
に
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
に
対
す
る
適
正
な
賠
償
等
を
行
う
た
め
必
要
な
範
囲
に
お
い

て
、
関
係
機
関
及
び
関
係
者
か
ら
の
事
情
聴
取
、
被
害
状
況
の
調
査
、
現
場
確
認
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

本
件
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
調
査
を
行
つ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
日
米
合
同
委
員
会
合
意
は
、
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
に
そ
の
合
理
的
調
整
を
図
る
も
の
と
し 

四 

 



1
(一 )
及
び

(二 ) 

い
わ
ゆ
る
公
務
外
の
事
故
に
係
る
補
償
請
求
の
審
査
及
び
補
償
金
の
査
定
は
、
い
わ
ゆ
る
公
務 

(三 ) 

公
務
上
の
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及 

び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
民
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
一
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
国
が
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
そ
の
請
求
権
の
消
滅
時
効
に 

ま
た
、
一
に
つ
い
て
の

3
の
総
理
府
令
に
基
づ
く
調
査
を
行
つ
た
事
故
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
又
は
そ

の
遺
族
に
対
し
て
補
償
請
求
手
続
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
つ
て
い
る
。 

つ
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
条
に
よ
り
民
法
（
明
治
二
十
九
年

法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
百
二
十
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。 

上
の
事
故
に
係
る
賠
償
請
求
の
場
合
と
同
様
に
行
つ
て
い
る
。 

ま
た
、
公
務
外
の
事
故
で
日
米
地
位
協
定
第
十
八
条

6
の
規
定
に
基
づ
き
合
衆
国
の
当
局
に
対
し
て
補 

五 

 



2 

御
指
摘
の
示
談
書
に
お
け
る
日
本
政
府
を
免
責
す
る
旨
の
記
述
は
、
公
務
外
の
事
故
に
つ
い
て
の
賠
償
責

任
が
本
来
日
本
政
府
に
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

(四 ) 

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
な 

ま
た
、
沖
縄
の
復
帰
後
発
生
し
た
公
務
外
の
事
故
に
つ
き
合
衆
国
の
当
局
が
申
し
出
た
金
額
を
不
満
と
し

て
示
談
が
成
立
せ
ず
、
請
求
者
が
受
領
し
な
か
つ
た
事
例
は
な
い
。 

償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
限
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
法
典
第
十
編
第
二
千
七
百
三
十
四
条

(ｂ )
(1)
の

規

定
が
適
用
さ
れ
る
。 

い
。 沖

縄
の
復
帰
後
発
生
し
た
公
務
外
の
事
故
で
防
衛
施
設
局
長
が
一
に
つ
い
て
の

3
の
総
理
府
令
に
基
づ

く
調
査
を
行
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
右
の
期
限
が
過
ぎ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
補
償
が
さ
れ
な
か
つ
た

事
例
は
な
い
。 

六 

 



 

七 

四
に
つ
い
て 

別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
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